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令和６年１月23日 

項目 Q A 

1.利益相反管理

の対象者 

利益相反管理の対象者を教えて下さい。 ■令和５年度の研究開発計画書の参加者リ

ストに掲載されている者全員（研究開発

代表者、研究開発分担者、研究参加者）で

す。 

2.報告の対象者 利益相反管理の報告対象者を教えて下さ

い。 

■令和５年度の研究開発計画書の参加者リ

ストに掲載されている「研究開発代表者」

及び「研究開発分担者」です。「研究参加

者」はAMEDに報告する必要はありません。 

3.報告の時期 利益相反管理状況の報告時期を教えて下さ

い。 

■令和５年度の委託契約又は補助金交付に

係る利益相反管理状況報告は、各年度終

了後又は委託契約及び補助金交付終了後

61日以内に報告して下さい。 

（例：令和６年３月31日終了の場合は、令

和６年５月31日までに報告して下さい。） 

4.報告の方法 報告の取りまとめ方法を教えて下さい。 

研究課題毎ですか、また、再委託機関などの

対応はどのようにしたら良いですか。 

■研究機関等に所属する研究者等につい 

て、参加している課題毎に、利益相反管理 

状況報告書を作成し、電子ファイルで研 

究公正・業務推進部 研究公正・社会共創 

課へ提出して下さい。 

■なお、報告書のファイル名は、指定された

ファイル名として下さい。 

（例：「23xx000000h0001（医療 太郎）」とし

て下さい。） 

■各研究機関等は、再委託先機関における 

研究者等の報告書もとりまとめて提出し 

て下さい。 

■臨床研究法施行規則第21条に基づき利益

相反管理を実施した研究に関しても、利

益相反管理を実施されていることを確認

するため、報告様式に記載をお願いしま

す。 

5.再委託先の報

告 

委託先研究機関は再委託先研究機関の利益

相反管理状況を取りまとめた上でAMEDに報

告する必要があるとのことですが、再委託

先研究機関はAMEDに直接報告する必要はな

いとの理解で正しいですか。 

■再委託先の研究機関は、AMED に報告する

必要はありません。 

■委託元の研究機関に対して研究者等の報

告書を提出して下さい。 

 


